
品名 分別方法 備考 品名 分別方法 備考

主な変更点

修正前 修正後

医療系廃棄物
（注射針など危険性）

医療系廃棄物
（注射針など危険物）

角材・枕木 収集しません
長さ30cm未満のものは「燃やせるごみ」、直径10cm角までのものは
「大型ごみ」で受入れ

角材・枕木 ___________
（直径30cm、または10cm角までのものに限る）
長さ30cm未満のものは「燃やせるごみ」、長さ30以上のものは「大型
ごみ」

草・葉・小枝・根___ 草・葉・小枝・根・竹

コンパネ（コンクリートパネ
ル）・ベニヤ板

金具（針など）を取ってください。
厚さ4cm、縦180cm、横90cm以下のものに限ります。

コンパネ（コンクリートパネ
ル）・ベニヤ板

金具（釘など）を取ってください。
厚さ4cm、縦180cm、横90cm以下のものに限ります。

ステレオ _____________________________________ ステレオ 長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

タイヤ（自転車・一輪車）
長さ30cm未満に切ったもの。ひもで束ねて長さ30cm未満のものは「小
型及び複雑ごみ」、30cm以上ものは「大型ごみ」、車輪（タイヤとリ
ム）の場合は「大型ごみ」

タイヤ（自転車・一輪車）
長さ30cm未満に切ったもの。ひもで束ねて長さ30cm未満のものは「小
型及び複雑ごみ」、30cm以上ものは「大型ごみ」＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（※新設） チャッカマン 埋立ごみ

使い捨てガスライター 埋立ごみ 中身を使い切ってください。（電子式も含む） （※ライターを参照）

電気スタンド
取り外せる電球類は取り外してから出してください。＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿電球（白熱電球）は「埋立ごみ」、LED
電球は「小型及び複雑ごみ」、蛍光管は「有害ごみ」

電気スタンド
取り外せる電球類は取り外してから出してください。長さ30cm未満の
ものは「小型及び複雑ごみ」、電球（白熱電球）は「埋立ごみ」、LED
電球は「小型及び複雑ごみ」、蛍光管は「有害ごみ」

テーブルクロス
（ビニール製）

１枚を折りたたみ、ひもでしばった時の１番長い部分を測ってくださ
い。（１枚ずつ）長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

テーブルクロス
（ビニール製）

長さ30cm未満に切ったものは「燃やせるごみ」、１枚ずつ折りたたん
でひもでしばり、長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

デスクマット
１枚を折りたたみ、ひもでしばった時の１番長い部分を測ってくださ
い。（１枚ずつ）長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

デスクマット
長さ30cm未満に切ったものは「燃やせるごみ」、１枚ずつ折りたたん
でひもでしばり、長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

電気毛布・電気カーペット
１枚を折りたたみ、ひもでしばった時の１番長い部分を測ってくださ
い。（１枚ずつ）長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

電気毛布・電気カーペット
１枚ずつ折りたたんでひもでしばり、長さ30cm未満のものは「小型及
び複雑ごみ」

電球（蛍光管） 有害ごみ
交換した際の空のケースに入れて、複数個の場合は、ひもで束ねてく
ださい。白熱電球は「埋立ごみ」、LED電球は「小型及び複雑ごみ」

（※電球（白熱電球）を参照）

電球（白熱電球）
電球（白熱電球）は「埋立ごみ」、LED電球は「小型及び複雑ごみ」、
蛍光管は「有害ごみ」家庭用印刷機のフラッシュ電球を含みます。
（白熱電球）

電球（白熱電球）
家庭用印刷機のフラッシュ電球を含みます。（白熱電球）
LED電球は「小型及び複雑ごみ」、蛍光管は「有害ごみ」

仏壇
できる限り購入店に引取をお願いしてください。＿＿＿＿＿＿＿＿仏
具とは別々に出して下さい。

仏壇
できる限り購入店に引取をお願いしてください。閉眼供養を行い、仏
具とは別々に出して下さい。

風呂釜（浴槽） 家庭から排出されたものに限る（ポリバス、ステンレス等） 風呂釜（浴槽） 家庭から排出されたものに限る＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



品名 分別方法 備考 品名 分別方法 備考

主な変更点

修正前 修正後

ペットボトルのラベル 燃やせるごみ
（※ペットボトルのふた・ラベ
ルを参照）

ペットボトルのふた＿＿＿＿ ペットボトルのふた・ラベル

（※新設） ベニヤ板 大型ごみ
金具（釘など）を取ってください。厚さ4cm、縦180cm、横90cm以下の
ものに限ります。

ライター 中身を使い切ってください。 ライター 中身を使い切ってください。使い捨て・電子式ガスライターも含む。

（※新設） ラケット 大型ごみ 木製で長さ30cm未満のものは「小型及び複雑ごみ」

※修正箇所は、朱書き、下線
※品名以外は、修正項目のみ記載


